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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、事業環境が刻一刻と変化するIT業界において企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能す
ることが不可欠であるとの認識のもと、長期的かつ安定的な株主価値の向上に努めております。全てのステークホルダーを尊重し、企業の健全
性、透明性を高めるとともに、長期的かつ安定的な株主価値の向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能
とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

本項目に基づく開示は、本報告書末尾の「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示」に記載しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 有り

アップデート日付 2026年2月26日

該当項目に関する説明

本報告書末尾の「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示」【原則1-3．資本政策の基本的な方針】において記載しております。なお、
英文開示については、2026年3月に開示を行います。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

辻　庸介 8,876,395 16.05

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,372,700 9.71

ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 4,051,945 7.32

ＣＧＭＬ　ＰＢ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ／ＣＯＬＬＡＴＥＲＡＬ 3,592,100 6.49

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５００１ 3,263,415 5.90

ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８５８３９ 1,761,400 3.18

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５１０３ 1,494,617 2.70

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,402,640 2.54

ＰＥＲＳＨＩＮＧ－ＤＩＶ．ＯＦ　ＤＬＪ　ＳＥＣＳ．ＣＯＲＰ． 1,376,070 2.49

ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＢＲＯＫＥＲＳ　ＬＬＣ 1,360,700 2.46



支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

・2026年1月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
及びその共同保有者が2026年1月15日現在で1,994,049株（3.59％）株式を所有している旨が記載されているものの、当社として本報告書提出日時
点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

・2025年12月26日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書において、バリューアクト・キャピタル・マネジメント・エルピー及び
その共同保有者が2025年12月23日現在で5,292,100株（9.53％）株式を所有している旨が記載されているものの、当社として本報告書提出日時点
における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

・2025年12月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書において、アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシーが
2025年11月28日現在で2,928,100株（5.27％）株式を所有している旨が記載されているものの、当社として本報告書提出日時点における実質所有
株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

・2025年11月28日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書において、ジーシーキュー ファンズ マネジメント ピーティーワイ

リミテッドが2025年11月20日現在で3,431,671株（6.18％）株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年11月30日時点における
実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

・2025年9月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその
共同保有者が2025年8月29日現在で2,743,900株（4.94％）株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年11月30日時点におけ
る実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

・2025年7月3日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書において、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド及びその
共同保有者が2025年6月27日現在で5,611,800株（10.16％）株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年11月30日時点にお
ける実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

・2025年2月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書において、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びその共
同保有者が2025年1月31日現在で2,075,909株（3.76％）株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年11月30日時点における
実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 11 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――



５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

■グループ経営に関する考え方・方針

当社は、内部統制システム構築の基本方針として、当社グループ全体を対象とした業務の適正を確保するための体制について定めております。

上場子会社を除くグループ会社については、グループ会社管理規程を定めるとともに、取締役、監査役の派遣や内部監査によるモニタリングによ
り、適切な管理に努めております。

■現時点における上場子会社を有する意義

上場子会社であるアウトルックコンサルティング株式会社は、上場会社を中心とした大企業向けに独自開発のクラウド対応型経営管理システム『S
actona』を提供するグループ会社として、当社グループの経営課題の解消や収益力向上等に貢献することが期待されています。

同社の市場への上場は、同社が経営の透明性を保ちながら、現在の企業文化や経営の自主性を維持することにつながります。それにより同社の
役員・従業員のモチベーションの維持にもつながり、同社の企業価値の向上にも貢献すると考えています。

■上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策

当社は、上場子会社における独立性の確保と少数株主の利益保護が、当社及び子会社の企業価値向上に不可欠であると考えており、上場企業
として適切なガバナンス体制の構築に努めております。

当社のグループ会社に対しては、原則としてグループ会社管理規程を制定し、各グループ会社の一定の意思決定プロセスに当社の関与を求める
こととしておりますが、上場子会社においては当該規程の制定、施行を行わず権限上の自由度を与えることで、上場子会社としての独立性を担保
しています。

なお、当社の連結子会社であるアウトルックコンサルティング株式会社は東京証券取引所に上場しております。同社における取締役の選任につい
ては、当社から独立した立場で、上場企業として適正かつ透明なプロセスを経て、企業価値・株主利益の向上に資するかという観点から検討を
行っていると認識しています。

当社は、同社の社外取締役に対する選解任権限の行使に際して、一般株主の利益に十分配慮し、企業理念への共感や事業理解を基盤に、より
幅広い視点から経営を監督し、透明性・公平性を高めるとともに、中長期的な視点で経営への適切な助言ができる人物かどうかを議案ごとに適切
に判断する方針です。

今般に、当社連結子会社であるマネーフォワード経営管理コンサルティング株式会社（現：マネーフォワードコンサルティング株式会社）は、当社連
結子会社であるアウトルックコンサルティング株式会社の普通株式及び新株予約権の全てを取得し、同社をマネーフォワードコンサルティング株
式会社の完全子会社とすることを目的とする取引の一環として、公開買付け（以下「本公開買付け」）を実施することを決議し、本公開買付けを202
5年11月13日から2026年1月20日の期間で実施し、応募株券等の全部の買付け等を行いました。本公開買付けの結果を受け、当社は、会社法第2
編第2章第4節の2の規定に基づく株式等売渡請求に関する手続を開始しており、アウトルックコンサルティング株式会社を完全子会社化し、また
同社は上場廃止とすることを予定しています。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 11 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 6 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

6 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

安武 弘晃 他の会社の出身者 △

宮澤　弦 他の会社の出身者 ○

Ryu Kawano Suliawan 他の会社の出身者

菊間 千乃 他の会社の出身者

芦田　健 他の会社の出身者 ○

上田　梨々子 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

安武 弘晃 ○

安武弘晃氏は、Junify CorporationのCEO

を務めており、当社は、同社との間で2017
年～2018年に同社との間で顧問契約を締
結し、同社に対して技術等に関する助言
等を委任しておりましたが、取引金額はい
ずれの年度においても200万円未満と僅
少であり、かつ、契約終了後６年以上経過
していることから、当社の意思決定に影響
を与えるものではございません。

楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）でエ
ンジニアのトップを長年務めるなどテクノロジー
やIT分野での豊富な知識・経験を持つととも
に、米国でJunify Corporationを共同で創業し、

国際事業経営に関する豊富な知識・経験と幅
広い見識を有しており、独立した客観的な立場
で、テクノロジーやIT分野、国際事業経営に関
する事項を中心に、当社の経営に対する社外
取締役としての監督と有益な助言を行っていた
だいており、引き続き、取締役会において、客
観的で広範かつ高度な視点から当社の経営に
対する有益な助言や意見をいただくこと並びに
取締役会の透明性の向上及び監督機能の強
化に繋がることを期待し、社外取締役として選
任しております。また、東京証券取引所の定め
る独立性基準を満たしており、一般株主と利益
相反の生じるおそれがないことから、同氏を独
立役員として指定しております。

宮澤　弦 ○

宮澤弦氏は、LINEヤフー株式会社の上級
執行役員を務めており、当社は同社との
間で広告宣伝費用の支払い等の取引関
係がありますが、LINEヤフー株式会社の2
025年３月期の連結売上収益に占める当
社取引額の割合は0.1％未満と僅少であ
り、かつ、通常取引であります。また、当社
は同社からサービス利用料等の支払いを
受けておりますが、当社の2025年11月期
の売上高に占める同社取引額の割合は0.
1％未満と僅少であり、かつ、通常取引で
あります。

また、ソフトバンク株式会社のグループAS
I戦略室 室長を務めており、当社は同社と

の間で通信サービス利用料の支払い等の
取引関係がありますが、同社の2025年３
月期の売上高に占める当社取引額の割
合は0.1％未満と僅少であり、かつ、通常
取引であります。また、当社は同社から
サービス利用料等の支払いを受けており
ますが、当社の2025年11月期の売上高に
占める同社取引額の割合は0.1％未満と
僅少であり、かつ、通常取引であります。

上記取引関係から、当社の意思決定に影
響を与えるものではございません。

IT企業を創業し、LINEヤフー株式会社の上級
執行役員を務めるなど、当社グループが事業
展開するインターネット関連市場について、豊
富な経験・知識と幅広い見識を有しており、独
立した客観的な立場で、インターネット関連市
場やコーポレート分野を中心に、当社の経営に
対する社外取締役としての監督と有益な助言
を行っていただいており、引き続き、取締役会
において、客観的で広範かつ高度な視点から
当社の経営に対する有益な助言や意見をいた
だくこと並びに取締役会の透明性の向上及び
監督機能の強化に繋がることを期待し、社外取
締役として選任しております。また、東京証券
取引所の定める独立性基準を満たしており、一
般株主と利益相反の生じるおそれがないことか
ら、同氏を独立役員として指定しております。

Ryu Kawano Suliawan ○ ―――

インドネシア最大の決済ゲートウェイ企業Midtr
ansを創業し、代表を務めた経験や、東南アジ
ア最大級のFintech企業であるGoto Financialの

Commissionerとしての経験を持つ等、グローバ
ルFintech企業の経営に関して豊富な見識を有
しており、独立した客観的な立場で、グローバ
ルFintech企業の経営に関する豊富な知見、経
験を元に、取締役会において、客観的で広範
かつ高度な視点から当社の経営に対する有益
な助言や意見をいただくこと並びに取締役会の
透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるこ
とを期待し、社外取締役として選任しておりま
す。

また、東京証券取引所の定める独立性基準を
満たしており、一般株主と利益相反の生じるお
それがないことから、同氏を独立役員として指
定しております。



菊間 千乃 ○ ―――

弁護士事務所の代表社員弁護士や上場企業
の社外取締役を務めるなどコンプライアンス、
リスクマネジメント、コーポレートガバナンス等
の分野における高度で幅広い経験及び見識を
有しており、独立した客観的な立場で、取締役
会において、客観的で広範かつ高度な視点か
ら当社の経営に対する有益な助言や意見をい
ただくこと並びに取締役会の透明性の向上及
び監督機能の強化に繋がることを期待し、社外
取締役として選任しております。

また、東京証券取引所の定める独立性基準を
満たしており、一般株主と利益相反の生じるお
それがないことから、同氏を独立役員として指
定しております。

芦田　健 ○

芦田健氏は当社の主要借入先である株
式会社みずほ銀行に業務執行者として勤
務した経験がありますが、同行の全役職
を退いてから約１年が経過し、退任後、同
行関連企業へも勤務しておらず、同行退
職後にベインキャピタル・ジャパン・LLCの
共同会長を務めており、同行の意思決定
への関与や、同行への利益誘導等を図る
懸念はございません。また、当社グループ
の借入金に占める同行の借入額は15.6%
であり、他の主要借入先である株式会社
三菱UFJ銀行（16.5%）や株式会社三井住
友銀行（21.9%）と同程度であって、当社の
意思決定に影響を与える懸念はございま
せん。

株式会社みずほ銀行で、副頭取執行役員とし
て金融機関の経営に携わるなど、金融分野及
び国際事業経営に関して豊富な経営と幅広い
見識を有しており、独立した客観的な立場で、I
T×金融に関する領域を中心に、当社の経営
に対する社外取締役としての監督と有益な助
言を行っていただけるものと期待し、社外取締
役として選任しております。

また、東京証券取引所の定める独立性基準を
満たしており、一般株主と利益相反の生じるお
それがないことから、同氏を独立役員として指
定しております。

上田　梨々子 ○ ―――

公認会計士及び公認不正検査士として会計に
関する専門的な知見を有しており、監査人や内
部監査等の立場での業務経験を有しており、そ
の豊富な知識と経験により、独立した客観的な
立場で、当社の経営に対する社外取締役とし
ての監督と有益な助言を行っていただけるもの
と期待し、社外取締役として選任しております。

また、東京証券取引所の定める独立性基準を
満たしており、一般株主と利益相反の生じるお
それがないことから、同氏を独立役員として指
定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社内取
締役



補足説明

取締役の指名、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化
し、当社グループのコーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的とし、2019年6月14日に取締役会の諮問機関として、任意の
指名・報酬委員会を設置いたしました。

指名・報酬委員会の詳細は、後述の「2．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概
要）」をご参照ください。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役会は、期初に会計監査人から重点監査領域やチーム編成等の監査計画の詳細について説明を受け、期中・期末には各四半期の進捗及
び最終結果の報告を受けています。また、会計監査人が出席する監査役会には内部監査室長も同席しています。監査役は内部監査部門と四半
期ごとに定例会合を実施し、個別監査の結果やリスク状況を把握しています。これらの緊密な連携を通じ、三者相互の補完体制を構築し、監査の
実効性と効率性の向上を推進しています。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

畠山　優実 他の会社の出身者

田中　克幸 弁護士

西山　茂 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

畠山　優実 ○ ―

楽天証券株式会社、SBIグループといったイン
ターネット金融分野での業務経験が長く、当社
グループが事業展開するFintech分野における
豊富な経験・知識とITに関する幅広い見識を有
しております。また、楽天証券株式会社でコン
プライアンスやリスク管理を管掌する取締役を
長く務めており、法務コンプライアンス・リスク管
理に関して実務的な知見を豊富に有しておりま
す。さらには、SBIジャパンネクスト証券株式会
社（現ジャパンネクスト証券株式会社）では代
表取締役CEOを務めており、インターネット金
融企業の経営経験もあるうえ、楽天グループ株
式会社やSBIホールディングス株式会社など、
多数のグループ会社を抱える企業での業務執
行経験も有しております。その豊富な知識と経
験により、独立した客観的な立場で、経営全般
の監督及び適正な監査をいただくため、引き続
き社外監査役として選任しております。また、東
京証券取引所の定める独立性基準を満たして
おり、一般株主と利益相反の生じるおそれがな
いことから、同氏を独立役員として指定しており
ます。

田中　克幸 ○ ー

30年以上の企業法務経験に基づく豊富な知識
と経験を有しており、法務及び財務・会計に関
する相当程度の知見を有するものであり、経営
全般の監督及び適正な監査をいただくため、引
き続き社外監査役として選任しております。

また、東京証券取引所の定める独立性基準を
満たしており、一般株主と利益相反の生じるお
それがないことから、同氏を独立役員として指
定しております。

西山　茂 ○ ―――

大学院教授及び公認会計士として、財務及び
会計に関する高度な専門知識を有しており、そ
の豊富な知識と経験により、独立した客観的な
立場で、経営全般の監督及び適正な監査をい
ただけると考え、社外監査役として選任してお
ります。

また、東京証券取引所の定める独立性基準を
満たしており、一般株主と利益相反の生じるお
それがないことから、同氏を独立役員として指
定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 9 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の要件を充当する社外役員につきましては、全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明



業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な株式価値の向上を目的として、ストックオプション制度を導入しております。

また、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、譲渡制限
付株式報酬制度を導入しております。



ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役

該当項目に関する補足説明

上記付与対象者について、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。

取締役及び監査役の報酬等は、それぞれ役員区分ごとの総額で開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

各取締役の報酬は、株主総会で決議した限度額の範囲内で、任意に設置している指名・報酬委員会で審議を行い、その答申に基づいて取締役
会にて報酬構成・水準・総額上限等を決定しております。なお、取締役の報酬水準は、社会情勢や市場水準、他社との比較等を考慮のうえ、当社
における経営の意思決定及び監督機能を十分に発揮するための対価として相応しい水準を設定する方針としております。 取締役の個人別の報

酬額については、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保するために、任意で設置している指名・報酬委員会が取締役会か
らの委任を受け、取締役会で決議された報酬構成・水準・総額上限等を踏まえて、役職に応じた取締役報酬テーブルを基準として、各取締役に求
められる職責（代表取締役及び業務執行取締役については能力及び成果を含む。）等を勘案し、決定しております。 指名・報酬委員会の委員は、

取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役としております。

なお、当社では、2025年2月25日より、役員報酬制度の透明性および健全性の確保を目的として、業務執行取締役の報酬の一部について、支給
済の報酬の返還（クローバック条項）および支給前の報酬を取りやめる（マルス条項）制度を導入しました。 重大な会計上の誤りや不正その他の

取締役会が定める事由に該当した場合には、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会において、対象者、対象報酬、金額等の審議を行い、
その答申を踏まえて、取締役会決議により最終決定いたします。 本制度は、2025年度以降に支払う報酬を対象として適用します。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役に対して、法務ガバナンス本部が窓口となり取締役会開催日時や決議事項の事前通知等を行っており、取締役会資
料においては取締役会当日充分な審議時間を確保するため事前配布を徹底しております。また審議の質を向上させるため、開催に先立ち十分な
検討時間を確保できるよう議案資料を原則１週間前に配布するほか、審議を充実したものにするため事前に社外役員に対する説明が必要である
場合には事前説明会を適宜実施しております。さらに、年間を通じた審議スケジュールを事前に定めることにより、適切かつ機動的な会議運営を
支援しています。また、監査役職務補助使用人として、適正な知識、能力、経験を有する従業員を1名（内部監査室を兼務）配置し、監査役の職務
遂行のサポートを行っております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、会社の法定機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また、当社では、取締役会において独立社外取締役

を過半数とするとともに、社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬委員会や社外役員（社外取締役及び社外監査役）のみで構成される社
外役員協議会を設置することで、取締役会の監督機能を強化しております。当社の各機関等の内容は以下のとおりであります。

(ア)取締役会

当社の取締役会は、取締役11名（うち社外取締役6名）で構成されており、代表取締役社長グループCEOである辻庸介が議長を務めております。
取締役会は、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、経営上の重要な意思
決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。また、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経
営体制を構築するために、取締役の任期を1年としております。

さらに当社では取締役会の構成における多様性を重視しています。それぞれの知見や経験を活かした、より活発で多角的な議論を生み出し、経
営の健全性と透明性を確保しています。各分野で豊富な経験を持つ人材を登用することで、取締役会は高い専門性と見識を有し、変化の激しい
ビジネス環境においても、迅速かつ的確な意思決定を行うことが可能となります。当社は、取締役会を、企業価値の向上と持続的な成長を牽引す
る重要な機関として位置づけ、その構成員の多様性と専門性を確保することで、コーポレートガバナンスの強化に努めています。

(イ)監査役会

当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役２名の合計3名で構成されており、常勤監査役である畠山優実が議長を務めております。全員
が社外監査役であり弁護士１名、及び公認会計士1名を含んでおります。監査役会は、毎月1回定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時
監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。なお、監査役は、取締役会及びその他重要な
会議に出席するほか、 監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通して、経営に対する適正な監視を行っておりま

す。また、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

(ウ)会計監査人

当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。

(エ)指名・報酬委員会

当社は、取締役の指名、取締役の報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取締役会の機能の独立性、客観性と

説明責任を強化し、当社グループのコーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的とし、任意の指名・報酬委員会を設置してお

り、取締役会の構成、取締役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、取締役の報酬構成及び水準、取締役及び監査役の総額の限度額等に関
する原案等についての諮問に応じて答申を行うとともに、取締役会の委任を受け、取締役会で決議された報酬構成・水準・総額限度額等を踏まえ
て、取締役の個人別の報酬決定を行っております。 なお、2025年11月期の指名・報酬委員は以下のとおりです。

委員長：辻庸介（代表取締役社長）

委員：田中正明（独立社外取締役）、宮澤弦（独立社外取締役）、Ryu Kawano Suliawan（独立社外取締役）

(オ)社外役員協議会

当社は、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う社外役員（社外取締役及び社外監査役）が連携し、定期的に意見交換をすることにより、執行部門

に対するモニタリングの向上を図るとともに、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与することを目的として社外取締役及び社外監
査役全員をもって構成する社外役員協議会を設置しております。社外役員協議会は、原則として３か月に１回開催され、経営上の重要課題に関す
る事項、コーポレート・ガバナンスに関する事項、経営及び事業遂行におけるリスク並びにこれへの対応方針に関する事項等について協議、意見
交換しております。社外役員協議会で議論された内容は、議長が代表取締役社長グループCEOである辻庸介に共有し、必要に応じて執行部門に
対する提言を行っております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、プラットフォームサービス事業を中核としており、当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執
行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効
であると判断し、監査役会設置会社を採用しています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

株主総会の招集通知については、早期発送に努めており、直近2026年2月26日開催の定
時株主総会においては、株主総会開催日の16日前に発送しております。 また、株主の

方々へ早期に情報をご提供する観点から、2026年2月開催の定時株主総会においては、
発送日の12日前（株主総会開催日の28日前）に当社ホームページで招集通知を開示して
おります。

集中日を回避した株主総会の設定

決算期末が11月となっていることから、毎年2月に定時総会を実施する等、株主の方々が

十分に検討し確実に議決権を行使できるような株主総会の開催日を設定しております。ま
た、多くの株主が株主総会に出席できるように、実際の開催日についても集中日を避ける
ように留意してまいります。

電磁的方法による議決権の行使
株主総会においてインターネットによる議決権の行使の方法を用意し、株主が議決権を行
使しやすい環境を整えております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

2019年2月開催の定時株主総会より、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権行
使プラットフォームに参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供
2019年2月開催の定時株主総会より、英文の招集通知（狭義の招集通知・参考書類）を作
成し、東京証券取引所ホームページ、機関投資家向け議決権行使プラットフォーム、当社
ホームページに掲載しております。

その他

招集通知について、投資判断をしていただく上で必要な情報を分かりやすくお伝えすべ
く、図や写真等を用いたカラーのページを設けております。

2023年2月開催の定時株主総会以降、株主総会当日にご都合がつかない株主の方々
や、遠方の株主の方々のために、場所の定めのない株主総会、いわゆる「バーチャルオ
ンリー株主総会」を実施しております。また、個人投資家・機関投資家を問わず、当社への
投資を検討している投資家の方々向けに、株主以外の方でもログイン等不要で株主総会
の模様を視聴できるよう、当社ホームページにアーカイブ動画を掲載しております。

当社は、2024年4月に施行された改正障害者差別解消法の趣旨を深く理解し、真にインク
ルーシブな社会の実現に貢献するため、同年4月より設立されたアクセシビリティ委員会と
協力し招集通知のデザインを見直し、アクセシビリティの観点（書体、色のコントラスト比、
サイズ、文体等）に配慮した招集通知の作成を心がけております.



２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

当社ホームページ上のIR専用ページにディスクロージャーポリシーを掲載し、
「情報開示の基準」「情報開示の方法」「インサイダー取引の未然防止」「沈黙
期間」「社内体制の整備」について記載しております。詳細は当社ホームペー
ジ（https://corp.moneyforward.com/ir/disclosure/）をご覧ください。

個人投資家向けに定期的説明会を開催

決算説明資料、短信、適時開示等を原則として開示と同時に自社ウェブサイト
へ掲載しており、個人投資家向けにその掲載情報を配信しております。

また、株主総会の中で事業に関する説明を行い、個人投資家の方との対話の
場を設けております。

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期毎の決算発表日に、アナリスト・機関投資家向けに決算説明会を実施
し、代表取締役が業績や経営方針を説明しております。

また、決算説明会のトランスクリプトの開示を行い、平等な情報開示に努めて
おります。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
毎四半期、決算に関する情報を英文でも開示し、海外投資家向けの決算説明
会、電話会議、ビデオ会議を開催しているほか、証券会社等主催のカンファレ
ンスにも参加し、海外投資家とのコミュニケーションに努めております。

あり

IR資料のホームページ掲載
IR専用ページに、決算情報、適時開示情報などを掲載しております。

詳細は当社ホームページ（https://corp.moneyforward.com/ir/library/）をご覧
ください。

IRに関する部署（担当者）の設置 コーポレートディベロップメント本部を担当部署としております。

その他

ステークホルダーの立場の尊重についてや環境保全活動、CSR活動等の実施
における具体的な取り組みについては以下をご覧ください。

https://corp.moneyforward.com/sustainability

また、役員・管理職への女性や外国人、中途採用者の登用状況およびその促
進に向けた取り組み等のダイバーシティ推進については、本報告書の「補充原
則2-4①」に詳細を記載しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、株主、顧客をはじめとする様々なステークホルダーの信頼を得ることが事業拡大
の最大要因であると考え、事業活動を展開しております。変化する経営環境に対応して、
迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性
を担保する経営管理体制の充実を図っております。

さらに健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底し、ステークホルダーの期待に応
えられるよう事業を進める方針であります。



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は創業以来、「お金を前へ。人生をもっと前へ。」というミッションのもと、世の中からお

金に関する課題や悩みをなくすことを目指しております。そのために、サービスや事業を通

じてすべての人のお金の課題解決を目指す「User Forward」、より良い社会づくりに貢献す

る「Society Forward」、社員の可能性を最大限に引き出す「Talent Forward」の3つを、経営

における重点テーマ（マテリアリティ）として掲げ、サステナブルな社会の実現に取り組んで
おります。 具体的な取組み内容については、ホームページ上 （https://corp.moneyforward

.com/sust ainability/）にて掲載しております。

また、3つの重点テーマの詳細については、以下のホームページ上に掲載しております。

User Forward（ユーザーの人生をもっと前へ。）： https://corp.moneyforward.com/sustaina

bility/userforward

Society Forward（社会をもっと前へ。）：https://corp.moneyforward.com/sustainability/soci

etyforward

Talent Forward（社員の可能性をもっと前へ。）：https://corp.moneyforward.com/sustainabi

lity/talentforward

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を
行う方針としております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めてお
ります。また、取締役会において「内部統制システム整備の基本方針」を定めております。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・Mission、Vision、Values、Cultureを定め、取締役及び使用人（以下「役職員」という。）に、これらの浸透を図る。

・グループCCO（Chief Compliance Officer/最高コンプライアンス責任者）を任命し、当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という。）におけるコ

ンプライアンス活動を推進させる。

・グループコンプライアンス規程及びグループコンプライアンス・マニュアルを制定し、当社グループの役職員が法令やルールを守るだけではなく、
高い倫理観を持ちながら企業活動を行うための行動指針を定め、その実践を図る。

・当社グループの役職員が、コンプライアンスに関する正しい知識を習得し、日常業務におけるコンプライアンス実践に役立てるため、定期的な研
修を行い、受講を徹底させる。

・グループコンプライアンス委員会を少なくとも四半期に1回開催し、当社グループのコンプライアンスに関する事項の報告を受け、協議を行う。

・当社に、当社グループ共通の内部通報窓口を設置し、組織的又は個人的な関係法令、通達、定款 、社内規程等及び社会一般の規範に違反す

る行為等の相談・通報を受け、これらの早期発見と是正を図り、当社グループにおけるコンプライアンス経営の強化に努める。

・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは決して関わりを持たず、不当な要求に対しては弁護士や警察等とも連携し毅
然とした姿勢で対応する。

・当社に内部監査部門を設置し、当社における経営上の内部統制の有効性、業務の効率性や有効性、法令遵守等について内部監査を行い、当
該内部監査の結果について取締役会及び監査役会に報告する。

２．取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制

・株主総会議事録、取締役会議事録、計算書類等の法定文書のほか、重要な職務執行に係る情報（電磁的記録を含む。）を、文書管理規程その
他の社内規程に基づいて、適切に保存及び管理する。

・取締役及び監査役が保存及び管理されている情報の閲覧を要請した場合、速やかにこれを閲覧できるように管理する。

３．損失の危機の管理に関する規程その他の体制

・リスク管理の取組みに関する基本的事項を定め、当社グループにおける適切なリスク管理活動を促進するため、グループリスク管理規程を制定
し、組織体制、リスクの評価方法、リスク対応方法等を明確にする。

・グループリスク管理委員会を少なくとも四半期に１回開催し、当社グループのリスクに関する事項の報告を受け、協議を行う。

・情報セキュリティリスクについて、定期的にグループCISO（Chief Information Security Officer/最高情報セキュリティ責任者）が代表取締役やグ

ループCTO（Chief Technology Officer/最高技術責任者）などに情報セキュリティの運用状況の報告を行い、その有効性や妥当性について確認す

る。

・グループ危機管理基本規程に基づき、大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合に備え、危機発生時の対応に関する体制の構築及び運
営に努めるとともに、危機発生時は当該規程に基づき、迅速な対応を行うことで損害の拡大防止・被害の最小化を図る。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・毎月1回の定時取締役会の開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、活発な意見交換及び機動的な意思決定を行う。

・執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び取締役の業務監督機能と業務執行機能を分離することで、意思決定の迅速化及び業務執行の責
任と権限の明確化を図る。

・取締役会規程、組織規程及び職務権限規程により、取締役、執行役員及び使用人の職務分掌と権限を定め、当該規程に基づいて個々の職務
執行を行う。

５．当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・各当社子会社（以下「グループ各社」という。）においてグループ会社管理規程を制定し、当社グループに影響を及ぼす重要事項について迅速な
報告を求める。

・グループ各社に対して、取締役と監査役を派遣し、グループ各社の取締役会への出席を通じて、グループ各社の役職員の職務執行状況の確認
を行う。

・当社とグループ各社の関係各部署が連携し、両者間で情報共有を図るとともに、グループ各社の事業運営のサポートを行う。

・グループ各社において、当社グループに共通して適用されるグループコンプライアンス規程及びグループコンプライアンス・マニュアル並びにグ
ループリスク管理規程を制定し、当該規程に基づき、グループ各社においても当社と同等のコンプライアンス体制及びリスク管理体制が構築、整
備及び運用できるように努める。

・当社の内部監査部門が、グループ各社に対して直接又はグループ各社に出向して監査を実施し、又はグループ各社の内部監査部門で実施した
監査結果の共有を受けたうえ、その妥当性及び有効性を確認し、当該監査の結果について取締役会及び監査役会に報告する。

６．監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項

監査役が監査役会の運営事務その他の職務執行につき補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査役と協議のうえ、専任又は兼任の
監査役を補助する使用人（以下「監査役スタッフ」という。）を置く。

７．監査役を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査役スタッフの人事異動及び人事考課については、常勤監査役の意見を聴取したうえ、これを尊重して行う。

・監査役スタッフの懲戒については、監査役会の同意を得てこれを行う。

８．監査役を補助する使用人に対する監査役からの指示の実効性の確保に関する事項

・監査役からその職務の執行に当たり、監査役スタッフに対し指示があった場合、当該監査役スタッフは当該指示については監査役の指揮命令権
に従い、取締役の指揮命令は受けないものとする。

・監査役スタッフが兼任の場合、当該兼務部署の上長及び取締役は、監査役スタッフの業務が円滑に行われるよう、監査役の要請に応じて協力を
行う。

９．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

・取締役は、監査役に対して、その職務の執行状況を取締役会等の重要な会議において定期的に報告するほか、必要に応じて随時かつ遅滞なく



報告する。

・当社グループの役職員が、監査役からその職務の執行に関する事項について報告を求められたときは、遅滞なく報告する。

・当社グループの役職員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、監査役に対し、直ちに報告する。

・当社グループの役職員から監査役に対して直接報告等を行うことができる内部通報窓口を設置し、これを周知徹底する。

10．監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社グループに共通して適用されるグループ内部通報規程において、内部通報制度を利用し通報した通報者に対して報復行為をしてはならない
旨を規定し、当社グループの役職員に対して、当該規定内容を周知徹底する。

11．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方
針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行について費用の支出の請求をしたときは、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないことを証
明した場合を除き、速やかに当該費用を支払う。

12．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・代表取締役は、監査役と原則年1回、経営方針、当社グループを取り巻く重大なリスクや対処すべき課題、内部統制システムの整備及び運用状
況等について意見交換を行う。

・監査役は、定期的に会計監査人や当社の内部監査部門と協議の場を設け、実効的な監査を行うための情報交換を行う。

・監査役は、当社の内部監査部門と内部監査計画について事前協議を行う。また、監査役は、当社の内部監査部門又はグループ会社の内部監
査部門から内部監査結果等の報告を定期的に受け、必要に応じて当社の内部監査部門又はグループ会社の内部監査部門に調査を求め、又は
指示等を行うことができる。

・監査役は、必要に応じて弁護士、公認会計士、その他の外部専門家を活用することができる。

・常勤監査役は、グループコンプライアンス委員会、グループリスク管理委員会など当社の重要な会議に出席するとともに、定期的に当社グルー
プCCO（Chief Compliance Officer/最高コンプライアンス責任者）から当社グループのコンプライアンス体制の整備及び運用状況等について報告を

受ける。

・当社の内部監査部門長の人事異動、人事考課及び懲戒については、監査役会の意見を聴取したうえ、これを尊重して行う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（1）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は反社会的勢力との関係を遮断しており、当社の把握する限り現時点において反社会的勢力との関係を持っている事実はありません。 当社

は「グループ反社会的勢力対応規程」において、公正で健全な経営及び事業活動を行うため、反社会的勢力に関与すること及び利益の供与につ
いて防止することを定めております。 反社会的勢力から不当な要求が発生した場合には、代表取締役以下組織全体として対応するとともに、弁護

士・所轄警察・特殊暴力防止対策連合会・暴力団追放運動推進センター等の外部専門機関と連携を図り、法的対抗手段も念頭に置いた毅然とし
た態度で対応を行っていく方針であります。

（2）反社会的勢力排除に向けた整備状況

所管統括部門であるリスク・コンプライアンス統括本部では、反社会的勢力排除を目的とした法令・指針・ガイドライン・規範等の最新情報を継続的
に確認するとともに、専門機関の主催するセミナーへの出席や情報収集を通じて、反社会的勢力排除の体制構築に努め、役職員への周知を図っ
ています。また、反社会的勢力からの不当な要求等による被害防止や対応策の習得、情報収集等を行うため、不当要求防止責任者を選任し、所
管警察へ届出を行っています。 新規取引を行う際には反社会的勢力に関する調査を行い、既存の取引先に対しても定期的に調査を行っておりま

す。また、当社の株主・役員・社員に対する反社会的勢力に関する調査については、それぞれ調査範囲を定め、同様の方法により定期的に行って
います。 さらに、取引先との契約締結時には、反社会的勢力と判明した場合に取引等を即座に解消する旨を定めた排除条項を契約書に規定して

います。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

該当事項はありません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。
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コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 

 

【補充原則 1-1①】 

当社は、株主の意見を適切に経営に取り入れるべく、株主総会議案の賛否結果を毎年分析の

上、取締役会にて議論し、反対票が多かった議案を含め必要な対応を検討しております。 

 

【補充原則 1-1②】 

当社は役員報酬等については、指名・報酬委員会に短期変動報酬の決定を委任しております

が、同委員会も独立社外取締役を過半数とすることで、客観性・独立性を担保しております。 

 

【補充原則 1-1③】 

当社は権利行使が想定される事案が発生した際には、顧問弁護士に相談しながら、株主の権

利行使を妨げることのないように配慮して対応します。 

 

【補充原則 1-2④】 

当社は、機関投資家や海外投資家による議決権行使に配慮し、インターネットによる議決権行

使や議決権電子行使プラットフォームへの参加による行使も可能としております。また、海外

投資家比率を踏まえ、狭義の招集通知については、招集通知の英訳を公開しております。 

 

【補充原則 1-2⑤】 

当社は信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が自ら議決権行使できるよう、議決

権行使プラットフォームに参加しております。 

また、当該プラットフォームに参加していない機関投資家からの申し出があった場合は、名義

人である信託銀行等と協議の上、希望に沿った対応を行えるよう、適切に検討をします。 

 

【原則 1-3．資本政策の基本的な方針】 

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】 

当社の主要事業である Business セグメントにおけるサービス提供はサブスクリプション

（継続課金）を原則としており、解約率が低い水準で安定していることから、中長期的な売上

期待に基づき、顧客獲得に対する先行投資が実行可能なモデルになっております。 

このようなモデルを踏まえ、国内 SaaS 市場が急速に拡大する間に認知強化・新規顧客獲得

のための先行投資を行うことが、中長期的な企業価値・株主価値の向上に資するとの判断の

もと、先行投資を継続的に行ってまいりました。 
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２０２５年 11 月期においては、売上高 503.5 億円（YoY+25％）と 500 億円を突破し力強

い成長が続いています。また、調整後 EBITDA は 49.6 億円と業績予測の上限レンジを超

えて達成し、親会社株主に帰属する当期純利益も、期初業績予測の上限▲44 億円から+60

億円超過し、初の黒字化をすることが出来ました。また、EBITDA マージンに関しても、

+5.2pt と期初の予測を超過することができました。 

２０２６年 11 月期は売上、EBITDA に加えて、事業キャッシュフローを重視し、通期事業キャ

ッシュフロー黒字化を見込んでおり、（HIRAC 除き）EBITDA マージン改善はさらなる加速

を見込んでおります。また中長期の財務ターゲットの 28/11 期通期売上高 900 億円以上、

EBITDA270 億円以上の目標に加えて、事業キャッシュフロー180 億円を新たに追加し、将

来的な利益創出を目指します。事業進捗と合わせ、具体的な ROE 目標についての公表につ

いても継続的に検討してまいります。 

 

【原則 1-4．政策保有株式】 

■政策保有株式に関する方針及び保有適否に関する検証内容 

当社は、当社の事業戦略、発行会社等との関係などを総合的に勘案し、提携関係の維持・強化

を目的として株式を保有することがありますが、検証の結果、保有意義や合理性の認められ

ないものについては、適宜株価や市場動向を見て売却します。 

政策保有株式は、業務上の提携関係等の維持・強化を通じ当社の企業価値向上に資すると判

断する場合に限り保有し続けることとし、取締役会は個別の政策保有株式について、事業機

会の創出や関係強化といった観点から、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本

コストに見合っているか等を毎年検証します。 

■政策保有株式に係る適切な議決権行使を確保するための基準 

当社は、個別の政策保有株式に係る議決権行使について、当社の保有方針に適合及び発行会

社の企業価値の向上に資するものであることを総合的に勘案して実施します。 

 

【補充原則 1-4①】 

当社は IPO 前から保有している株主様から過去に売却意向が示された時も売却等を妨げる

ことは行っておりません。 

 

【補充原則 1-4②】 

取引を実施するにあたっては、政策保有株主との間の「各取引」に限らず一般的に実施される

ように、承認者及び決裁者が、事業上の必要性、取引の合理性、取引条件の妥当性を検討して

おり、会社や株主共同の利益を害するような取引は行っておりません。 
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【補充原則 1-5①】 

当社の株式が公開買付けに付された場合、株主がこれに応じるかどうかの判断に資する情報

を提供するため、金融商品取引法第 27 条の 10 に基づき、当社取締役会としての意見表明

報告書を速やかに開示します。 

 

【原則 1-6．株主の利益を害する可能性のある資本政策】 

支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策を採用する場合は、取締役会においてそ

の必要性・合理性をしっかりと検討し、関連する法令等に照らして適正な手続きを確保すると

共に、株主からの理解が得られるよう、背景と目的について十分な説明を行います。 

 

【原則 1-7．関連当事者間の取引】 

利益相反取引及び競業取引については、取締役会規程で取締役会決議事項としており、当該

決議においては特別の利害関係を有する取締役は、当該決議に参加できないこととしていま

す。また、関連当事者取引については、当社役員を含む稟議において、事業上の必要性、取引

の合理性及び取引条件の妥当性等について、事前に確認を行っています。特に重要と考えら

れる取引については、当社取締役会において、十分に審議した上で意思決定を行っておりま

す。 

 

【補充原則 2-2①】 

以下のとおり MVVC （Mission/Vision/Values/Culture）を定めております。 

■Mission：マネーフォワードが追い求め続ける社会への使命 

「お金を前へ。人生をもっと前へ。」 

 

■Vision：Mission を達成するために目指すべき未来 

すべての人の、「お金のプラットフォーム」になる。 

オープンかつ公正な「お金のプラットフォーム」を構築すること、本質的なサービスを提供する

ことにより、個人や法人すべての人のお金の課題を解決します。 

 

■Values：マネーフォワードが社会に約束する行動指針 

・User Focus 

私たちは、いかなる制約があったとしても、常にユーザーを見つめ続け、本質的な課題を理解

し、ユーザーの期待や想像を超えた価値を提供します。 

・Tech & Design 
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私たちは、テクノロジーとデザインこそが、世界を大きく変えることができると信じています。

テクノロジーとデザインの力を最大限に生かし、ユーザーに新しい価値を届け、社会を前に進

めていきます。 

・Fairness 

私たちは、ユーザー、社員、株主、社会などのすべてのステークホルダーに対してフェアに誠実

に向き合い、オープンマインドであることを誓います。 

 

■Culture：マネーフォワードの全員が大切にする文化 

・Speed 

意思決定のスピードを上げ、最速で行動に移し、最速でやり遂げよう。 

・Professional 

絶えず成長し、最高の結果を出すために、プロとして高い意識をもってやり抜こう。 

・Teamwork 

One for all, All for one.の精神を大切に、ひとつのチームとなって目標を成し遂げよう。 

・Respect 

感謝と尊敬を忘れずに、誰に対しても誠実であり続けよう。 

・Evolution 

外部環境が常に変化していることを意識し、自分たちも変わり続け進化し続けよう。 

・Fun 

仕事を楽しみ、成長を楽しみ、人生を楽しもう。 

 

半期に一度実施する従業員アンケート「MF グループサーベイ」において、MVVC の浸透を調

査項目とし、当社取締役会に当該サーベイ結果の概要を報告しております。 

 

【原則 2-4．女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】 

当社では女性の活躍推進を含む多様性を尊重し、すべての社員がその能力を最大限に発揮で

きるような職場環境の実現に向け、以下の施策を推進しております。 

 性別、国籍、学歴などを問わない採用をすること。 

 若手の登用を行うこと。 

 ライフイベントがあっても働きやすいようにフレックスタイム・リモートワーク制度などを

導入し、子どもを育てながらの勤務負荷を軽減するように取り組むこと。 

 エンジニアは日本語力を問わない採用を実施すること。 

 非日本語話者向けの日本語会話プログラム「TERAKOYA」や、非英語話者向けの英語

学習プログラム等を提供すること。 
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【補充原則 2-4①】 

継続的にイノベーションを生みだし、User Focus なサービスを届けるためには、以下に述べ

る DEIB の実現が不可欠であると考えております。  

 性別、国籍、言語等の属性の違いはもちろんのこと、経験や視点という意味でも多様なメ

ンバーが在籍していること。（Diversity/多様性） 

 一人ひとりに活躍の機会が公平に開かれていること。（Equity/公平性） 

 多様性が文化として受け入れられていること。（Inclusion/包摂） 

 一人ひとりが認められ自分らしくいられると感じられる状態であること。（Belonging/

帰属） 

 

当社では、これらを実現するため、特に①エンジニア組織における多様化、②意思決定層にお

ける性差の是正を重要なテーマと考えております。 

 

①エンジニア組織における多様化に向けた取り組み 

当社グループは、サステナビリティのマテリアリティ（重要項目）のひとつとして「User 

Forward」を掲げており、ユーザーの課題を、テクノロジー×デザインで解決することを重視

しています。質の高いプロダクトを継続的に開発し、様々な方に使っていただくためには開発

組織自体が多様化することが必要です。 

（参照：https://corp.moneyforward.com/sustainability/userforward/） 

 

当社グループでは、これまでも福岡や大阪等の地方拠点を拡大してきたほか、ベトナムやイン

ドに開発拠点を構えて Non-Japanese メンバー（日本語が母語ではない従業員）の採用を

積極的に行い、様々なサービスをスピーディーに提供してきました。また、エンジニア組織に

おけるコミュニケーション言語を英語とすることを決定し、2022 年 11 月期より本格的に非

日本語話者の Non-Japanese メンバーの採用も開始し、非英語話者の英語力に合わせた

きめ細やかな学習サポートをスタートしました。これにより、バックグラウンドに関わらず優秀

なエンジニアを継続的に確保し、さらなる開発体制の強化を目指しております。 

 

エンジニア組織の多様性に関する状況は以下のとおりです。  

 エンジニアに占める Non-Japanese メンバー比率*１：６３％ 

*１ 2025 年 11 月末日時点。当社連結正社員に占める比率。 エンジニア組織の多様化を図

るための目標として、2024 年 11 月時点において、公用語英語化の対象となっているエ

ンジニア組織の 95%のメンバーが TOEIC700 点を達成し、2023 年 1 月時点の

https://corp.moneyforward.com/sustainability/userforward/
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42%から飛躍的に向上しました。2025 年 11 月期からは、さらに実務で使える英語力を

高める観点から、会話力によりフォーカスを置き、Basics、Intermediate、Advanced

と会話力によるレベル設定を行うとともに、レベルに応じた研修内容にアップデートを行

いました。 

 

2025 年 11 月末時点において、公用語英語化の対象となっているエンジニア組織の

Intermediate 以上の比率は 84%であり、2026 年 11 月末時点でその比率を 95%ま

で高めることを目標としています。 

その他、言語や文化の異なるメンバー同士が互いを理解し、当社の Mission や Vision の実

現に向けてそれぞれが持つポテンシャルを発揮できるように、以下をはじめとする取り組み

を継続的に行ってまいります。  

 通訳字幕、翻訳に関する AI の利活用 

 異文化コミュニケーション研修：価値観の多様性を理解することを目的に、エンジニアだ

けでなく、当社の正社員全員を対象としたオンライン学習を提供しています。  

 会議通訳、文書翻訳の専門チームによるサポート：週次の朝会や当社グループの半期総

会（Soukai‐All Hands）等、英語話者が参加する全社的なイベントは日本語と英語の

二か国語で提供しています。また、チームミーティングの通訳や、各種文書の翻訳を通じ

て、現時点で英語に不安があるメンバーの負担軽減や、チームのコミュニケーション活性

化をサポートしています。  

 日本語学習支援制度「TERAKOYA」：エンジニア組織以外の社員との交流を促進し、日

本での生活をより豊かにできるよう、有志の Japanese メンバー（日本語を母語とする

従業員）と希望制で定期的に 1on1 をする機会を提供しています。   

 

②意思決定層における性差を是正するための取り組み  

2025 年 11 月末時点における当社グループの正社員のうち、女性の比率は 34%ですが、

管理職における女性比率は 2０%となっています。経営上の意思決定には多様な視点を取り

入れることが重要であり、最大のマイノリティグループである女性の意思決定者を増やすこと

は、そのための重要な取り組みの一つであると認識しています。 今後の目標としましては、

202７年 11 月期末までに、以下の状態を目指す方針です。  

当社では、一人ひとりのスキルや貢献度に応じ、1～7 までのグレード（等級）を設定していま

す（当社正社員が対象）。平均グレードの男女差*4 が全職種平均で 0.6 発生しておりますが、

当該ギャップを 0.2 へと縮めることを目指します。  
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*２ 202６年 1 月 1 日現在。当社（当社からの出向者を含む。）における正社員の男女別の

平均グレード。インクルーシブ雇用（障がい者雇用）及び試用期間中でグレードが確定して

いない場合は除く。   

 

また、半期に一度実施する従業員アンケート「MF グループサーベイ」の、「管理職や今よりも大

きな責任を負う業務をオファーされたらやってみたいと思う」という設問において、男女とも

に当該設問のポイントが 5 段階中 4.0 以上となることを目指しています。なお、202５年

10 月実施時点における女性の平均スコアは 3.８となっています。（男性の平均スコアは

4.3） 

上記の目標達成に向けては、採用、評価、育成、異動等のエンプロイージャーニーの各ステップ

において、無意識バイアスによる不利な取り扱いが発生していないこと、チャレンジをためら

うような環境になっていないことを担保する必要があります。そのための具体的な施策とし

て、以下のような取り組みを継続して実施してまいります。  

 無意識バイアス研修の定期的な実施 

 バックグラウンドを問わない採用方針の実施 

 評価、異動、研修参加者の選定等において、無意識バイアスが生じていないかの確認 

 産休育休ガイドブック（https://corp.moneyforward.com/news/info/202209

20-mf-press/）の公表などを通じたライフイベントがあっても安心して働けるような文

化づくり、情報発信の継続  

 フレックスタイム制度、時短制度、リモートワークの導入 

 

【原則 2-5．内部通報】 

当社は「グループ内部通報規程」を制定し、運用をしております。また、四半期に 1 回開催して

いるグループコンプライアンス委員会で対応状況について報告を行い、同委員会の概要を取

締役会に報告しております。 

 

【補充原則 2-5①】 

当社は、リスク・コンプライアンス統括本部に加えて、常勤監査役及び顧問弁護士を通報窓口

として設定しております。また、消費者庁が公表している「内部通報制度に関するモデル内部

規程」を参考にし、情報提供者の秘匿と不利益取扱いの禁止を含む、「グループ内部通報規

程」を制定しております。 

 

【原則 2-6．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】 

当社は、企業年金制度を採用していません。 

https://corp.moneyforward.com/news/info/20220920-mf-press/
https://corp.moneyforward.com/news/info/20220920-mf-press/
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【基本原則 3】 

（1） 法令に基づく開示（有価証券報告書、株主総会招集通知等）については、取締役会決議を

経て、適切に開示しております。 

（2） 毎四半期の決算説明資料等に加えて統合報告書や ESG データ集、人的資本に関する開

示等を作成し、当社ウェブサイトで開示しております。 

（3） 中長期的な企業価値の向上を目指し、株主との建設的な対話のために、適切な情報開示

や説明内容及びその伝え方について常に改善を図っております。 

【原則 3-1．情報開示の充実】 

(ⅰ)会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画 

当社は、「お金を前へ。人生をもっと前へ。」という Mission の下、「すべての人の、『お金のプ

ラットフォーム』になる。」という Vision を掲げ、プラットフォームサービス事業を展開してい

ます。 

当社の Mission の追求並びに Vision を達成するために、法人向けサービスを提供する

Money Forward Business セグメント、個人向けサービスを提供する Money 

Forward Home セグメント、金融機関のお客様向けにサービス開発を行う Money 

Forward X セグメント、新たな金融ソリューションの開発を行う Money Forward 

Finance セグメントの４つのセグメントにおいて、事業を運営してきました。 

当社は、創業以来、常にユーザーと向き合い、ユーザーの課題解決を目指すイノベーティブな

サービスづくりに取り組んできました。また、社会に約束する行動指針として、以下の「User 

Focus」「Tech & Design 」「Fairness」の 3 つを掲げております。 

●User Focus 

私たちは、いかなる制約があったとしても、常にユーザーを見つめ続け、本質的な課題を理解

し、ユーザーの想像を超えたソリューションを提供します。 

●Tech & Design 

私たちは、テクノロジーとデザインこそが、 

世界を大きく変えることができると信じています。 

テクノロジーとデザインの力を最大限に生かし、 

ユーザーに新しい価値を届け、社会を前に進めていきます。 

●Fairness 

私たちは、ユーザー、社員、株主、社会などのすべてのステークホルダーに対してフェアである

こと、オープンであることを誓います。 
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【補充原則 3-1②】 

(1)当社は、海外投資家等の比率を踏まえ、株主総会招集通知、有価証券報告書、決算短信、

統合報告書、アニュアルレポート、適時開示、コーポレートガバナンス報告書、コーポレートサイ

上記の行動指針でも示しているとおり、当社グループは、「ユーザー中心主義」に基づき、テク

ノロジーによって世の中の非効率を解消するとともに、優れたユーザー体験を提供すること

で、お金や経営に関する自律的な意思決定を支援し、ユーザーの人生や経営を少しでも前向

きに進めるために貢献することを目指してまいります。 

(ⅱ)コーポレートガバナンス・コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに

関する基本的な考え方と基本方針 

上記「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の

基本情報」「1．基本的な考え方」をご参照ください。 

(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 

上記「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナ

ンス体制の状況」「1．機関構成・組織運営等に係る事項」【取締役報酬関係】をご参照くださ

い。 

(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 

 取締役会は、代表取締役及び業務を執行する取締役（以下、本項において「経営陣」とい

います。）の選任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たり、当社グループの持続的

な成長と中長期的な企業価値の向上に資する、経営陣及び取締役・監査役としてふさわ

しい多様な経験、高い見識、高度な専門性等を有する人物を国内外、グループ内外から

選任・指名する方針としています。 

 当社は、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しています。指名・報酬委員

会は独立社外取締役が過半数を占め、取締役の指名等について、より公正・透明に審議

する方針としております。 

 経営陣の選任については、重要執行任務でのパフォーマンスの評価等を独立社外取締

役及び独立社外監査役の出席する取締役会において審議の上、選任する手続となりま

す。 

(ⅴ)取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、

個々の選解任・指名についての説明 

取締役の選任理由は、定時株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載しております。 

 定時株主総会招集通知：https://corp.moneyforward.com/ir/stock/ 

 有価証券報告書：https://corp.moneyforward.com/ir/library/securities/ 

https://corp.moneyforward.com/ir/stock/
https://corp.moneyforward.com/ir/library/securities/
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ト（IR、サステナビリティ、ガバナンス等）その他 IR 関連資料等を、海外投資家に向けに英語

版も作成し当社ウェブサイトにて英語での情報開示を行っております。 

(2)また、株主構成において海外機関投資家が占める割合が比較的高いことから、英語での

決算説明会や個別面談も実施し、株主との直接的な対話に努めております。 

 

【補充原則 3-1③】 

■サステナビリティについて 

当社は、すべての人のお金の課題を解決し、チャレンジできる社会づくりを目指しています。 

サステナビリティへの取組みとしては、2021 年 2 月に、当社が目指す社会を実現し、持続的

に企業価値を向上させるため、「User Forward」「Society Forward」「Talent 

Forward」を 3 つの重点テーマ（マテリアリティ）として設定しました。3 つの重点テーマは、

ユーザー、社会、社員といった利害関係者に対し、経営によって生じうるリスクを防止するこ

とはもとより、当社のサービスや事業活動を通して広く支援しすべての人がより前向きにチャ

レンジできる環境を目指すものです。 

「User Forward」としては、ユーザーが抱えるお金の課題をテクノロジーとデザインの力で

解決するサービスを提供します。また、安心してサービスをご利用いただくためにセキュリテ

ィへの投資を促進します。 

「Society Forward」は、多様なパートナーとの共創で社会全体の DX に貢献すること、社

会への積極的な働きかけよってより良い社会システムの実現を目指し活動すること、そして気

候変動などの地球環境に対する影響に配慮した経営を実践することをゴールとしています。 

「Talent Forward」は、当社グループの成長の原動力である、メンバーの育成と活躍支援に

コミットする想いを込めています。また、『Talent Forward Strategy』では当社の経営戦

略、そしてその先の Mission・Vision を実現するために、人事に関して大切にしてきた基本

思想を「Talent Forward 戦略」として、５つのカテゴリーに分けて説明しているほか、今後

の事業展開を見据え、人・組織に関して短期・中期で特に重視するテーマ、具体的な施策、重要

指標についても開示しています。 

『Talent Forward Strategy』の詳細は、当社ウェブサイト（https://corp.moneyforw

ard.com/sustainability/talentforward/）をご覧ください。 

これらの取組を全社一体として推進していくため、サステナビリティ担当責任者として執行役

員グループ CoPA（Chief of Public Affairs）の瀧俊雄氏を任命しています。また、サステ

ナビリティ委員会を設置しており、同委員会においてサステナビリティに関する事項を審議す

るとともに、サステナビリティ関連施策の遂行状況をモニタリングし、取締役会へ報告してい

ます。サステナビリティ委員会は、取締役会が選任した委員により構成され、代表取締役社長

https://corp.moneyforward.com/sustainability/talentforward/
https://corp.moneyforward.com/sustainability/talentforward/
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グループ CEO が委員長を務めます。また、必要に応じて事業部門の責任者や社外取締役の

出席を要請することで、サステナビリティ施策の有効性及び実効性を担保します。 

サステナビリティ委員会及び取締役会での審議を経て決定された各種施策については、委員

会事務局メンバーが、当社グループ内の関連コーポレート及び事業部門との連携や情報収集

を通じて、全社における取組みをさらに推進します。 

当社のサステナビリティについての取り組みの詳細は、当社ウェブサイト（https://corp.mo

neyforward.com/sustainability/）をご覧ください。 

 

■人的資本への投資等について 

当社は、持続的に企業価値を向上させるため、3 つの重点テーマ（マテリアリティ）のうちの一

つとして「Talent Forward」を設定しております。 

当社の経営戦略、そしてその先の Mission・Vision を実現するために、人事に関して大切に

してきた基本思想や、今後の事業展開を見据え、人組織に関して短期・中期で特に重視するテ

ーマ、具体的な施策、重要指標については、『Talent Forward Strategy』として開示をし

ています。詳細は当社ホームページ（https://corp.moneyforward.com/sustainabili

ty/talentforward/）よりご確認ください。 

 

■知的財産への投資等について 

当社グループは、バックオフィス向けの業務効率化クラウドソリューション『マネーフォワード 

クラウド』や自動でオンラインバンキング等から金融機関データの取得・分類を行う PFM*サ

ービス『マネーフォワード ME』を中心としたプラットフォームサービス事業を運営しており、知

的財産を事業の継続と発展を支える重要な経営資源と位置づけています。当社グループで

は、知的財産への投資を、事業環境の変化への対応力を高め、持続的な成長に必要な選択肢

を確保するための中長期的な投資と捉えています。 

*PFM とは、「Personal Financial Management」の略称であり、個人の金融資産管

理、家計管理をサポートするサービスをいいます。 

当社グループにおける知的財産は、特許権、商標権、意匠権等の知的財産権に加え、技術、デ

ータ、業務ノウハウ、UI/UX、ブランド、コンテンツ等を含む広範な無形資産を対象としていま

す。当社グループが提供するサービスには、多様なパートナーとのネットワークを通じて、業務

データや運用ノウハウが蓄積されており、これらはサービス品質の向上に寄与する重要な資

産です。 

当社グループでは、提供サービスの強みとなる独自の技術・機能や UI/UX について、特許権

や意匠権による適切な保護を推進しています。あわせて、ソフトウェアのソースコードやコンテ

https://corp.moneyforward.com/sustainability/
https://corp.moneyforward.com/sustainability/
https://corp.moneyforward.com/sustainability/talentforward/
https://corp.moneyforward.com/sustainability/talentforward/
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ンツ等の著作権及び蓄積された業務ノウハウ等の営業秘密についても、適切な管理体制を構

築し、これらの保護を徹底することで競争優位の維持に努めています。 

また、当社グループは、商標権の取得・管理を、当社グループ全体のブランド価値の毀損を防

ぎ、一貫性のあるブランドを担保するための経営インフラと位置づけています。当社グループ

では、グループ会社が増加する中で、適切なブランド統制と保護に取り組んでいます。 

当社グループは、こうした各知的財産権の確保に加え、これらをデータや業務ノウハウ、ブラ

ンド等の無形資産と有機的に組み合わせて活用する方針を掲げています。現在は、ブランド価

値の維持・向上とともに、サービスの強みとなる機能や UI や UX を対象とした知的財産ポー

トフォリオの構築を推進し、他社による模倣リスクの低減や当社グループのサービス価値の可

視化につなげています。 

ガバナンス面では、当社取締役会において、当社グループの知的財産に関する戦略方針の内

容及びその推進状況や、知的財産権、営業秘密等の知的財産侵害・被侵害リスクのコントロー

ル状況について定期的に報告が行われています。当社グループは、こうした知的財産の活用

とリスクマネジメントの両面から知的財産に関する活動を監督することで、持続的な企業価値

の向上に努めています。 

当社グループの知的財産に関する考え方、体制および具体的な取組みの詳細は、当社ウェブ

サイト（https://corp.moneyforward.com/aboutus/governance/intellectual-

property/）をご覧ください。 

■気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について 

TCFD 提言に基づく開示については、当社ウェブサイト（https://corp.moneyforward.

com/aboutus/governance/risk_management/）をご覧ください。 

 

【補充原則 3-2①】 

(ⅰ)監査役会は会計監査人の再任適否の判断に際して、会計監査人から必要な資料を入手し

毎期検討するとともに、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、会計監査人の独立性及び専

門性などを評価しております。 

(ⅱ)監査役会は会計監査人が独立の立場を保持し、職業専門家として適切な監査を実施して

いるかを監視するとともに、会計監査人から「会計監査人の職務の遂行に関する事項」の通知

を受けています。また、四半期ごとの定期的な会議を通じ、新たな業務にかかる固有リスクの

検討状況や不正リスクへの対応状況について適宜説明を求め、適切な監査が行われているこ

とを監視・確認しております。 

 

 

 

https://corp.moneyforward.com/aboutus/governance/intellectual-property/
https://corp.moneyforward.com/aboutus/governance/intellectual-property/
https://corp.moneyforward.com/aboutus/governance/risk_management/
https://corp.moneyforward.com/aboutus/governance/risk_management/
https://corp.moneyforward.com/aboutus/governance/risk_management/


13 

 

 

【補充原則 4-1①】 

取締役会は、法令、定款及び社内規程（取締役会規程、職務権限規程等）に基づき、経営上の

重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っています。法令、定款及

び社内規程において定められている取締役会専決事項を除き、業務執行に係る意思決定を

迅速に行うため、業務執行に係る権限の多くを代表取締役及び執行役員等に委任していま

す。その委任の範囲は、各事案の規模・重要性・リスク等に応じて定めております。 

 

【原則 4‐2．取締役会の役割・責務(2)】 

取締役会では、経営陣幹部による上程議案及び報告事項について積極的な討議が行われて

おり、また、社外取締役による独立した客観的立場からの意見も踏まえ意思決定を行い、取締

役会での意思決定後においても、執行部門から情報共有を受けながら、モニタリングを行って

おります。 

経営陣の報酬については、基本報酬および各事業年度の業績目標達成を促す短期インセンテ

ィブ（変動金銭報酬）に加え、中長期的な企業価値向上への寄与を目的とした株式報酬制度

（譲渡制限付株式報酬又は株式報酬型ストックオプション（1 円ストックオプション））を採用し

ております 。これにより、株主様との価値共有をさらに深め、株価意識をより高める報酬設計

としております。 

さらに、報酬制度の透明性と健全性を一段と高めるため、2025 年 2 月 25 日付で業務執

行取締役を対象としたクローバック条項（支給済報酬の返還請求）およびマルス条項（支給前

報酬の没収）を導入いたしました。重大な会計上の誤りや不正等の事由が発生した場合には、

独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会での審議・答申を経て 、取締役会が決議

を行うことで、対象報酬の返還や支給停止を厳正に決定できる体制を整備しております。 

 

【補充原則 4‐2①】 

 指名・報酬委員会で審議のうえ、取締役会で「取締役の個人別の報酬等の決定に関する

方針」を決議しております。 

【補充原則 3-2②】 

監査役会は内部監査部門と四半期ごとに定例会合を実施し、年間計画や個別監査結果、リス

ク状況を共有しております。また、会計監査人が出席する監査役会へ内部監査室長が同席す

るなど、監査役会、内部監査部門、会計監査人の三者間における緊密な情報連携により、内部

統制システムの構築・運用状況を多角的に監査しています。加えて、社外役員協議会におい

て、取締役会議題に限定されない経営課題やテクノロジー等の先進的テーマについて意見交

換を実施し、社外取締役との連携を密にすることで、監査・監督の実効性を高めております。 
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 役員報酬の決定に当たっては、デロイトトーマツコンサルティングの資料等に基づき国

内の傾向やベンチマークとしている会社の構成を参照したうえ、ベンチマークと比べて

適切な比率及び金額を決定しております。また、経営陣の報酬が持続的な成長に向けた

健全なインセンティブとして機能するよう、一定割合を株式報酬として設計しておりま

す。 

 

【補充原則 4‐2②】 

当社において、2021 年 2 月に、当社が目指す社会を実現し、持続的に企業価値を向上させ

るため、「User Forward」「Society Forward」「Talent Forward」を 3 つの重点テー

マ（マテリアリティ）として設定しております。 

サステナビリティを巡る取り組みを推進するにあたり、当社取締役会は、サステナビリティ担

当責任者として執行役員グループ CoPA（Chief of Public Affairs）の瀧俊雄氏を任命し

ております。また、サステナビリティ委員会を設置しており、同委員会においてサステナビリテ

ィに関する事項を審議するとともに、サステナビリティ関連施策の遂行状況をモニタリング

し、取締役会へ報告しております。サステナビリティ委員会は、取締役会が選任した委員により

構成され、代表取締役社長グループ CEO が委員長を務めます。また、必要に応じて事業部門

の責任者や社外取締役の出席を要請することで、サステナビリティ施策の有効性及び実効性

を担保します。 本委員会及び取締役会での審議を経て決定された各種施策については、本委

員会事務局メンバーが、当社グループ内の関連コーポレート及び事業部門との連携や情報収

集を通じて、全社における取組みをさらに推進します。 当社のサステナビリティについての取

り組みの詳細は、当社ホームページ（https://corp.moneyforward.com/sustainabili

ty/）をご覧ください。  

また、執行役員グループＣＨＯ（Ｃｈｉｅｆ Ｈｕｍａｎ Officer）である石原千亜希氏が人的資本

戦略の進捗について四半期に 1 度取締役会へ報告しております。さらに、取締役会は、中期

経営計画の検討において、適切な経営資源の配分を実現するため、中長期での事業ポートフ

ォリオに応じた人員計画に関する議論を行い、実効的な監督を行っております。 

 

【補充原則 4‐3①】 

 役員候補者の選任並びに代表取締役の選定及び解職につきましては、取締役会決議に

より「役員候補者の指名等の方針について」を定めております。 

 手続きについては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会において、当該方針を

踏まえた審議が行われ、取締役会で決議しております。指名・報酬委員会は独立社外取

締役が過半数を占めることにより、より公正・透明に審議する方針としております。ま

た、取締役会は独立社外取締役を過半数とする構成とすることで、公正性・透明性を担

保しております。 

https://corp.moneyforward.com/sustainability/
https://corp.moneyforward.com/sustainability/
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 執行役員の選任及び解任については、取締役会で決議を行うこととしております。 

 

【補充原則 4‐3②】 

 取締役会決議により「取締役候補者の指名に関する方針」「代表取締役の選定基準」を定

め、当該方針・基準に従って選任しております。 

 手続きについては、【補充原則 4-3①】をご参照ください。 

 

【補充原則 4‐3③】 

 取締役会決議により「取締役の解任及び代表取締役の解職に関する方針」を定めており

ます。 

 手続きについては、【補充原則 4-3①】をご参照ください。 

 

 

【補充原則 4‐3④】 

 取締役会により任命されたグループ CCO（Chief Compliance Officer）の主導の

もと、事業推進部門からは独立した専門組織であるリスク・コンプライアンス統括本部

が、コンプライアンス計画の立案や全役職員を対象とした研修を徹底し、グループ全体

の法令遵守体制を推進しております。また、少なくとも四半期に 1 回「グループコンプラ

イアンス委員会」を開催し、執行役員グループ CxO、常勤監査役等が出席のもとで重要

事項の報告・協議を継続的に実施しており、その内容は定期的に取締役会へ報告される

ことで実効性のある経営監督を実現しております。 

 グループリスク管理規程に基づき、経営に影響を及ぼす多様なリスクを適切に評価・管

理するための組織体制を構築しており、事業推進部門からは独立した専門組織であるリ

スク・コンプライアンス統括本部がグループ全体の管理業務を統括しております。また、

少なくとも四半期に 1 回「グループリスク管理委員会」を開催し、執行役員グループ

CxO、常勤監査役等が出席し、当社グループのリスクに関する事項の集約と多角的なモ

ニタリングを実施しているほか、その結果を取締役会へ報告することで、リスク対応方

針の妥当性について継続的な確認と是正を図っております。 

【補充原則４-４①】 

当社の監査役会は、独立した立場から経営を監督する社外監査役 3 名（うち常勤監査役 1

名）で構成されています。常勤監査役が現場のモニタリングや内部監査部門との連携を通じて

タイムリーに収集した詳細な情報を、社外監査役がそれぞれの専門的知見や客観的な視点に

照らして多角的に検証しています。 また、社外取締役と社外監査役で構成される「社外役員 
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【原則 4‐5．取締役・監査役等の受託者責任】 

当社は受託者責任に反する行動は行っておりません。 

 

【原則 4‐6．経営の監督と執行】 

 取締役会において「取締役会の構成に関する考え方」を決議しており、その考え方にお

いて「取締役会における独立社外取締役比率が過半数となるように独立社外取締役を

置く。」旨を定めております。 

 この考え方に基づき、取締役 11 名中独立社外取締役 6 名の体制としており、社外取締

役が中立的な立場から有益な監督及び監視を行える体制を整備し、経営監視機能の強

化に努めております。 

 指名・報酬委員会の構成も代表取締役 1 名対して、独立社外取締役が過半数が占める

構成とされており、独立社外取締役が反対した場合には承認できない仕組みとするこ

とで、経営監視機能の強化に努めております。 

 

【原則 4‐8．独立社外取締役の有効な活用】 

当社における現在の取締役会の構成は、取締役 11 名中 6 名が独立社外取締役であり、取

締役の過半数を独立社外取締役が占めております。 

 

【補充原則 4‐8①】 

当社では、経営の監視監督の視点から、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う社外役員（社外

取締役及び社外監査役）が連携し、定期的に意見交換をすることにより、執行部門に対するモ

ニタリングの向上を図るとともに、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与す

ることを目的として、社外取締役及び社外監査役全員をもって構成する社外役員協議会を設

置しています。 

社外役員協議会は、原則として３か月に１回開催され、経営上の重要課題に関する事項、コー

ポレート・ガバナンスに関する事項、経営及び事業遂行におけるリスク並びにこれらへの対応

方針に関する事項等について協議、意見交換しております。 

協議会終了後、社外役員協議会の議長が代表取締役社長に対して、協議会における議論の要

旨や執行部門に対する提言等を伝達し、代表取締役社長は提言等を社内取締役に共有するほ

か、必要に応じて関係各部署に対して対応を指示します。 

 

協議会」のメンバーとして協議・意見交換し、必要に応じて執行部門に対する提言等を行って

おります。 
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【原則 4-9．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けて

おり、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的として、社外取締役を選任するための独

立性に関する基準を定めて、当該基準に従って社外取締役を選任しております。 

なお、社外取締役の独立性基準については、当社ウェブサイト（https://corp.moneyforw

ard.com/aboutus/governance/system/）をご参照ください。 

 

【補充原則 4‐10①】 

当社における現在の取締役の構成は、取締役 11 名中 6 名が独立社外取締役であり、取締役

の過半数を独立社外取締役が占めています。 

当社は、取締役の指名、取締役の報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担

保することで、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、当社グループのコーポ

レート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的とし、任意の指名・報酬委員会を

設置しております。 

指名・報酬委員会は、取締役会の構成、取締役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、取締役

の報酬構成及び水準、取締役及び監査役の総額の限度額等に関する原案等についての諮問

に応じて答申を行うとともに、取締役会の委任を受け、取締役会で決議された報酬構成・水

準・総額限度額等を踏まえて、取締役の個人別の報酬決定を行っております。 

指名・報酬委員会の委員は、社内取締役 1 名、独立社外取締役３名で構成されており、社外取

締役が過半数を占める体制とし、独立性・客観性を担保しています。また、同委員会の決議

は、決議要件を議決に加わることができる委員の過半数が出席し、出席委員の過半数をもっ

て行うことにより、社外取締役でない取締役のみで決議がなされることを回避しております。

加えて、代表取締役の報酬の決定に当たっては、代表取締役は意思決定に関与せず、代表取

締役を除く委員（社外取締役）のみで決議を行っており、独立性・客観性を高めております。 

 

【補充原則 4-11①】 

取締役会の監督機能の強化のため、取締役の過半数を社外取締役（全取締役 11 名中 6 名が

社外取締役）としております。また、経営の意思決定機関として取締役会が責務を果たすため

に、各部門に精通した業務執行取締役を選任しているほか、社外取締役が独立した立場から

適切な意見・指摘をもとに監督機能を果たしております。社外取締役の個々の任命において

は、多様なバックグラウンド・専門知識・経験等を有する人材を人物本位の観点で選任してお

ります。現状においては、他社での経営経験や法務/コンプライアンス・財務/会計などの専門

家としての経験を有する独立社外取締役を 6 名選任しているほか、女性取締役を３名(社外

取締役２名、社内取締役 1 名)、外国籍の取締役を 1 名選任するなど多様性の確保に努めて

https://corp.moneyforward.com/aboutus/governance/system/
https://corp.moneyforward.com/aboutus/governance/system/
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おり、今後も継続して多様性の確保を図ってまいります。なお、ジェンダーでの多様性向上の

ために、2026 年 11 月期までに女性取締役比率 20%以上を維持し、2030 年 11 月期ま

でに女性役員比率 30%以上を目指す方針です。取締役の選任に関する方針と手続について

は、上記【原則 3-1．情報開示の充実】(ⅳ)をご参照ください。 また、当社の監査役 3 名はす

べて社外監査役で、その役割を果たす上で必要な知識・経験・能力を有する者が選任されてお

り、企業経営経験者、弁護士、及び公認会計士といった財務・会計・法務に関する十分な知見

を有する者を選任しております。今後も、適切な能力及び財務・会計・法務に関する専門知識

を有する者を選任できるよう努めてまいります。 当社は、取締役会決議により「取締役会全体

として備えるべきスキル等」を定め、各取締役及び監査役の知識や経験等に照らして、当社が

取締役会での議論への貢献を期待する分野について１人あたり最大４つマッピングしたスキ

ルマトリックスを作成しております。 

スキルの定義、選定理由及びスキルマトリックスについては、当社ウェブサイト（https://cor

p.moneyforward.com/aboutus/governance/system/）をご参照ください。 

 

【補充原則 4-11②】 

当社は、各取締役・監査役の主要な兼任状況を、定時株主総会招集通知及び有価証券報告書

において、毎年開示しています。なお、いずれの兼任についても、当社の役割と責務を適切に

果たせる時間と労力を十分に確保できる兼任状況であることを確認しております。 

 定時株主総会招集通知：https://corp.moneyforward.com/ir/stock/ 

 有価証券報告書：https://corp.moneyforward.com/ir/library/securities/ 

 

 

【補充原則 4-11③】 

当社は、取締役会の機能を向上させ、企業の持続的成長と中長期的な企業価値向上につなげ

るために、毎年取締役会としての実効性に関する分析・評価を行っております。 

■前年評価を踏まえた実効性向上のための取り組み 

取締役会において、中長期の戦略や討議すべき課題等をしっかりと時間をかけて議論をする

ために、以下の取り組みを行いました。 

 サステナビリティ関連について、人権デューデリジェンスのみならず、幅広く、当社におけ

るサステナビリティに関する取組みに関する認識の共通化を図るべく、サステナビリティ

報告を行い、課題などについて議論する場を設けました。 

 取締役会の運営・情報提供に関連して、重要事項について、執行部や取締役会事務局か

ら社外取締役及び社外監査役に対して、個別に事前説明会・事前ヒアリングなどを実施

https://corp.moneyforward.com/aboutus/governance/system/
https://corp.moneyforward.com/aboutus/governance/system/
https://corp.moneyforward.com/ir/stock/
https://corp.moneyforward.com/ir/library/securities/
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いたしました。また、事務局において、AI を活用する等により、適切かつ効率的に議事録

ドラフトを作成し、速やかに、取締役及び監査役に議事録確認を依頼しております。 

 役員トレーニングについて、取締役及び監査役に対して、会社役員の責任、最近の資本市

場の動向、役員に求められる役割等に関するセミナーの案内やアーカイブ動画を取締役

会事務局から共有いたしました。 

 決定権限の委譲について、重要事項への議論の集中の観点から、投資委員会に対する権

限の委譲を積極的に進めるなど職務権限規程の見直しを行い、権限委譲を行いました。 

 

■今期評価方法 

取締役及び監査役を対象に、以下の項目（2７設問）についてアンケート（5 段階評価及びコメ

ントの記載）を実施しました。 

① 取締役会の構成と運営（2 問） 

② 取締役会の運営・情報提供（7 問） 

③ 取締役会による戦略の監督・確認（6 問） 

④ リスク管理（4 問） 

⑤ 企業倫理と業績のモニタリング（2 問)  

⑥ 経営陣の評価・報酬（4 問） 

⑦ 機関投資家との対話（2 問） 

■今期評価プロセス 

2025 年 10 月：実効性評価の実施方針の検討 

2025 年 11 月～2025 年 12 月：取締役及び監査役へのアンケートの実施（全役員から回

答取得） 

2026 年 1 月：取締役会へのアンケート結果の共有及びアンケート結果を踏まえた取締役会

における今後の取り組みの議論 

■今期分析・評価結果の概要 

・ 前期に引き続き、全項目の評価の平均値は高く、取締役会の実効性が概ね確保されてい

るとの評価を受けました。取締役と監査役、社内役員と社外役員の評価の乖離も全体的

に小さく、大きな偏りもありませんでした。 

・ 前期の評価で相対的に低かった「②取締役会の運営・情報提供」および「③取締役会によ

る戦略の監視・監督」の項目について重点的に取り組んだ結果、今期はそれぞれ

+0.12pt の改善が見られました 。特に、適切な決定権限の委譲（+0.35pt）や内部統制

システムの監督（+0.28pt）において評点が向上しており、これまでの改善策が着実に成

果を上げていることがうかがえます。 
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・ 大項目別では、前期に続き「⑦機関投資家との対話」が最も高い評価となりました。海外

機関投資家を含む株主との対話を積極的に行い、そのフィードバックや資本市場の動向

などについて、IR/SR の主管部門より IR/SR 報告を実施し、取締役会において、当該報

告内容について議論を行っていることについて高く支持されています。 

・ 個別項目では、「DX 推進による持続的な企業価値向上」、「CEO・経営陣の選解任の判断

の適切性の確認」、「株主との対話の活用」がいずれも極めて高い評価を得ました 。生成

AI 等を用いたビジネスモデル改革への積極的な議論や、指名・報酬委員会を通じた透明

性の高いプロセスが、当社のガバナンスの根幹として有効に機能していることが示されま

した 。 

・ 相対的に評価が低かった項目は、経営人材の育成及びそれに対する監督に関する項目で

あり、改善の余地があると評価されました。 

なお、2026 年 11 月期においては、以下のような取り組みを行うことを検討しております。 

 四半期ごとのグループリスク管理委員会の開催に関する報告のみならず、半期に 1 回、

セキュリティ・危機管理対策を含めたリスク管理全般の取り組みや課題等について対面で

の定時報告を実施し、議論を深化させる。 

 重要事項への議論の集中の観点から、取締役会における時間配分の適切な見直しを検討

する。 

 キャピタルアロケーション（事業ポートフォリオ最適化など）といった重要テーマを議論す

べき事項に重点を置き、協議又は意思決定に充てるよう、運営を改善する。 

 人的資本戦略の実行のため、後継者計画（CEO を含む）に関する報告を実施し、充実し

た議論を行い、経営資源の配分について実効的な監督を実現する。 

 

【原則 4-12 取締役会における審議の活性化】 

取締役会では社外取締役からそれぞれの経験や知識に基づき積極的に意見が述べられてお

り、自由闊達で建設的な議論が行われております。 

 

【補充原則 4-12①】 

（ⅰ）2 週間前の議事次第送付、原則 1 週間前の資料共有を行う運用としております。なお、1

週間前に準備できない場合は、資料送付目安日を連絡し、資料が作成された段階で順次送付

する運用としております。 

（ⅱ）取締役会で言及された事項や個別にメールで要望されている事項について、メール等で

資料を提供しております。 

（ⅲ）年間の取締役会開催スケジュール（日程及び想定議題）について決定しております。 
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（ⅳ）開催回数については毎月 1 回の開催としております。また、1 つの項目あたりの説明時

間、想定質疑応答時間を設定し、必要に応じて審議項目数を見直しております。 

（ⅴ）原則 2 時間、年 4 回は 3 時間以上としております。また、ドキュメントで判断できる事項

はメール決議をすることにより、取締役会で議論できる時間を増やす工夫をしております。 

 

 

 

【補充原則 4-14①】 

 社外役員就任時に、代表取締役、グループ CHO（Chief Human Officer）及び各事業

責任者などから、事業・財務・組織・リスク等や認識している課題について説明するととも

に、社外役員として期待する役割について伝えております。 

 社内役員についても、選任段階で代表取締役から役員として期待する役割と責務を説明

するとともに、法務部門の管掌執行役員から法的責任について説明を行っております。 

 

【補充原則 4-14②】 

当社は、取締役が各人に期待される役割・責務を適切に果たすべく、各人の判断で必要な知

識を習得することを基本としていますが、個々の取締役・監査役の求めに応じてトレーニング

の機会の提供や斡旋を行っています。なお、知識の習得やトレーニングに関して費用が生じる

場合は、その支援を行うこととしています。 

また、新任の社内・社外役員に対して期待する役割について伝えるとともに、社外役員に対し

ては、当社の事業・財務・組織・リスク・認識している課題等について説明しております。 

 

【補充原則 4-13②】 

取締役・監査役は、その業務の遂行上必要と認めるときは、弁護士・会計等の外部専門家を積

極的に活用し検討を行えるよう、それに伴い生じる費用については、「内部統制システム整備

の基本方針」等に基づいて当社が負担することとしております。 

【補充原則 4-13③】 

当社は、内部監査計画及び内部監査報告について、内部監査室から取締役会及び監査役に対

して直接報告しております。 

また、内部監査室と監査役会は、定期的な面談を実施し、情報共有・意見交換を実施しており

ます。加えて、社外取締役や社外監査役に必要な情報を適確に提供するため、取締役会事務

局（法務ガバナンス本部）が中心となって対応を行うとともに、監査役職務補助使用人として、

適正な知識・能力・経験を有する従業員を 1 名配置し、監査役の職務執行のサポートを行って

おります。 
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【原則 5-1．株主との建設的な対話に関する方針】 

当社は適時かつ公正な情報開示に努めており、株主・投資家と建設的な対話を促進するために

以下の方針を定めております。 

（i）株主との建設的な対話の実現を担う経営陣 

当社では、グループ CFO 管掌の下、IR を推進しています。また、代表取締役による決算説明

や機関投資家との対話も行っております。 

（ii）対話を補助する社内部門の有機的な連絡のための方策 

コーポレートディベロップメント本部が決算説明会の運営、株主・投資家との対話を支援してお

り、そのための各事業部門並びに経理、法務、人事等のバックオフィス部門との連携機能を有し

ております。 

（iii）個別面談以外の対話の手段の充実に関する取り組み 

国内外のカンファレンスへの参加、毎四半期の決算発表日にアナリスト・機関投資家向けに日本

語及び英語にて決算説明会の開催、決算説明会の書き起こし資料及び質疑応答要約の当社ウ

ェブサイト（https://corp.moneyforward.com/ir/library/presentation/）への掲載

等、情報提供の充実に取り組んでおります。 

 

 

【補充原則 5-1②】 

（ⅰ）株主との対話は、グループ CFO または IR を担当する執行役員が、建設的な対話が実

現するよう目配りを行うとともに、対話に関する施策を統括しております。また、対話は代表

取締役社長、グループ CFO を中心とする経営陣幹部が主体となって行っております。 

（ⅱ） 株主との建設的な対話を推進する社内の組織であるコーポレートディベロップメント本

部が、事業部門、経営企画部門、広報部門、Public Affairs 部門など関係部門からの情報を

統轄する役割を担うほか、関係部門に対してステークホルダーに関する理解の深耕のための

ヒアリングを実施し、企業価値向上を促す開示について関係部門との間で議論を行うなど、部

署間の連携を図る体制を整備しております。 

（ⅲ） コーポレートディベロップメント本部にて、決算説明会や機関投資家とのミーティング等

を定期的に実施し、対話手段の充実を図っております。 

【補充原則 5-1①】 

株主との対話を重視する観点から、決算説明会や国内外の投資家との面談等には、グループ

CEO やグループ CFO を含む経営陣幹部が合理的な範囲で出席し、説明しております。また、

経営幹部含め国内外のカンファレンスや海外投資家への現地訪問を通じて、会話を深化させ、

企業価値向上を目指しております。 

https://corp.moneyforward.com/ir/library/presentation/
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（ⅳ） 説明会や面談等で把握された株主からの質問・意見・懸念事項はコーポレートディベロッ

プメント本部にて取り纏められ、経営陣幹部や取締役会に対する報告または関係部門への共

有を行っております。 

（ⅴ）「グループ内部者取引防止規程」のほか、法令・規則の遵守、透明性、適時性、公平性、継

続性、機密性を基本原則とする「適時開示規程」を定め、これらを遵守すると共に、各役職員へ

の徹底を図っています。 

 

【補充原則 5-1③】 

当社は、IR 活動や株主との建設的な対話の充実を図るため、毎年 5 月末日及び 11 月末日

における株主名簿について、株主分布状況を把握し、株主構成を開示しております。 

 

【原則 5-2  経営戦略や経営計画の策定・公表】 

当社は、中長期財務ターゲットにおけるセグメントごとの売上ターゲットや、2025 年 11 月

期よりセグメント別の利益指標（EBITDA）の実績開示を行っております。中長期の企業価値

最大化のためのグループ内のキャピタルアロケーションの最適化に関しましても、継続的に取

り組んでおります。 

具体的には、成長が見込まれる Business セグメントに経営資源を集中しております。 

２０２５年１１月期では、SaaS Marketing セグメントであるスマートキャンプ社の株式を全

て売却し、資本アロケーションの最適化を目指したアクションを取っております。 

また M&A 戦略のアップデートも行い、この度「No.1 バックオフィス AI カンパニーへの進

化」を目的とした M&A を実施することを追加しました。 

規律ある M&A を通じて、更なる企業価値の向上を目指してまいります。 

 

以上 



■コーポレートガバナンス体制図 

 

■適時開示手続きに関するフロー 

 


